
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
九
号

あ
へ
ん
法
施
行
令

内
閣
は
、
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一

号
）
第
三
十
二
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
及
び
第
四
十
七

条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
収
納
代
金
の
一
部
の
支
払
）

第
一
条
　
あ
へ
ん
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
が
け
し
耕
作
者
又
は

甲
種
研
究
栽
培
者
の
納
付
し
た
あ
へ
ん
の
収
納
代
金
の

一
部
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
そ
の
者
が

納
付
し
た
あ
へ
ん
の
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
が
そ
の
年
度
の

前
三
年
度
中
に
す
べ
て
の
け
し
耕
作
者
が
納
付
し
た
あ

へ
ん
の
平
均
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
に
等
し
い
も
の
と
し
て

計
算
し
た
そ
の
者
の
収
納
代
金
の
額
の
百
分
の
五
十
以

内
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
あ
へ
ん
の
収
納
代
金
の
一
部
の
支
払
を
行
う
場

合
に
は
、
支
払
の
時
期
及
び
額
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ

め
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
年
度
収
納
代
金
の
額
の
算
出
方
法
）

第
二
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
平
年
度
収

納
代
金
の
額
は
、
災
害
を
受
け
た
者
の
平
年
度
一
反
当

た
り
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
量
に
そ
の
者
の
そ
の
年
度
に
お
け

る
実
栽
培
面
積
の
反
数
を
乗
じ
て
得
た
数
量
に
つ
き
、

そ
の
年
度
の
あ
へ
ん
の
収
納
価
格
に
よ
つ
て
計
算
す
る

も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
平
年
度
一
反
当
り
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
量
は
、
そ

の
者
が
そ
の
年
度
の
前
三
年
度
中
に
納
付
し
た
あ
へ
ん

の
各
年
度
に
お
け
る
一
反
当
り
の
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
量
を

平
均
し
た
数
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
三
年
度
中
に

そ
の
者
が
あ
へ
ん
の
納
付
を
し
な
か
つ
た
年
度
が
二
年

度
以
上
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
三
年
度
中
に
す

べ
て
の
け
し
耕
作
者
が
納
付
し
た
あ
へ
ん
の
各
年
度
に

お
け
る
一
反
当
り
の
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
量
を
平
均
し
た
数

量
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
災
害

補
償
金
の
交
付
を
受
け
た
年
度
は
、
あ
へ
ん
の
納
付
を

し
な
か
つ
た
年
度
と
み
な
す
。

４
　
け
し
耕
作
者
が
け
し
の
栽
培
に
着
手
し
た
後
、
そ
の

栽
培
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
栽
培
面
積
を
縮
少
し
、
又
は
栽
培
を
廃
止
し
た
と

き
は
、
そ
の
縮
少
又
は
廃
止
に
係
る
栽
培
面
積
の
反
数

は
、
第
一
項
の
実
栽
培
面
積
の
反
数
か
ら
控
除
す
る
も

の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
三
条
　
法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
手

数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
け
し
栽
培
の
許
可
を
申
請
す
る
者
千
円

二
　
け
し
栽
培
の
許
可
の
変
更
を
申
請
す
る
者
五
百
円

三
　
栽
培
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
　
三
百
円

（
交
付
金
）

第
四
条
　
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
交
付

は
、
法
に
基
き
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
の
た
め
に

都
道
府
県
が
支
出
す
る
旅
費
及
び
事
務
費
に
つ
い
て
行

う
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
罌
粟
罹
災
補
償
金
交
付
に
関
す
る
件
（
昭
和
十
七
年

勅
令
第
六
百
八
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
五
日
政
令
第
一

三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規

定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十

九
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三

九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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